
認 定 こ ど も 園
入園申込のご案内

令和７年度申込受付
受付期間：令和６年12月16日（月）～12月22日（日）
受付時間：午前9時～午後６時
受付場所：和泊町役場選挙管理委員会室

〔申込・お問い合わせ〕
和泊町役場こども未来課
鹿児島県大島郡和泊町和泊10番地
℡0997-84-3111

入園希望のみなさん
この案内をご覧になり，
必要書類を添えて
お申し込みください！



１．こども園とは

こども園は，保護者が働いているなどの理由で，日中，家庭において十分保育することができない児

童を家庭の保護者に代わって保育することを目的とする児童福祉施設です。「子どもの心身の健全な

発達を図る」という目的を達成するために家庭との緊密な連携の下に，子どもの状況や発達過程を踏

まえ，養護及び教育を一体的に行うことを特性としています。また，こども園は，保育園と幼稚園の良い

ところを活かしながら，その両方の役割を果たすことができるような新しい仕組み創りの観点から「就学

前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基づき定められた施設です。

さらに，こども園では，地域における子育て支援の役割を果たすため，園庭解放や育児相談，育児講

座等を実施しています。

２．入園できる年齢

入園できる年齢は，生後６か月以上から小学校就学前までの児童です。（乳児は離乳できていること

が条件です。）

３．開園・閉園

開園 ： 平日，土曜日の午前７時３０分～午後６時３０分（原則）

閉園 ： 日曜日，祝日，年末年始及び

年度末及び年度始の児童の受け入れ準備のため最小限必要と認める期間（原則）

４．保育時間及び入園期間，入園の要件

保育時間や入園可能な期間は，保護者の就労など，保育を必要とする理由の要件によって認定され

ます。

（１）保育時間の分類 ※表１

保育時間 説明

標準時間 1日11時間 ： 午前7時30分～午後6時30分までの間

短時間 1日８時間 ： 午前8時30分～午後４時30分までの間
※利用時間を超えての利用は「延長保育」となり，別途延長保
育料金（100円/1時間）が必要です。
※延長保育利用の場合は事前の連絡が必要です。

半日保育 1日5.5時間 ： 午前7時30分～午後1時までの間
※半日保育は，３歳～５歳（令和６年４月２日現在の満年齢）
の児童が，こども園において，保護者の就労に関わらず利用する
ことができます。
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（２）入園の要件と必要書類 ※表２

保育を必要とする事由 保育必要量 入園可能な期間 必要書類

就労 月120時間以上就労 標準時間 証明書で届け出た
就労が続いている
期間

(1)会社，団体等で
勤務している方
①就労証明書

(2)個人事業主の方
①就労証明書
②令和５年の確定
申告書，個人事業
開廃業届出書，営
業許可書など個人
事業を営んでいる
ことがわかる書類
（事業の広告や収
支がわかる伝票や
契約書など）

月48時間以上
120時間未満就労

短時間

(3)農業をしている
方
①就労証明書
②令和５年の確定
申告書または住民
税申告書の写し，
給与証明書等農業
に従事しているこ
とがわかる書類

妊娠・出産 妊娠中または出産間も
ない

標準時間 産前６週産後８週 母子手帳の写し
（出産予定日と保
護者名が分かる部
分）

保護者の疾
病・障がい

病気や負傷，または心
身に障害があり児童の
保育ができない

状況に応じて
認める期間

診断書等により療
養等が必要な期間

医師による診断書
や手帳などの写し

介護・看護 同居の親族（長期入院
等を含む）を常時介
護・看護している

状況に応じて
認める期間

診断書等により介
護・看護が必要な
期間

医師による診断書
等（介護の必要性
が分かるもの）

災害復旧 災害，風水害，火災等
の災害復旧にあたって
いる

標準時間 災害復旧に必要な
期間

罹災証明書

求職活動 継続的に求職活動や企
業活動を行っている

短時間 入園日から３か月 求職活動申立書兼
誓約書（町様式）

就学等 学校教育法に規定され
た学校や職業訓練校に
在学中の場合

状況に応じて
認める期間

在学・在籍期間 在学証明書,履修状
況のわかるも

虐待やDVの
おそれ

必要性が認められる 標準時間 必要が認められる
期間

育児休業取
得

すでに保育園等に在籍
しており，下の子の育
児休業取得中も継続入
園を希望する

短期間 必要が認められる
期間

育児休業証明書又
は就労証明書
（復職予定のわか
るもの）
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５．利用料（保育料）

利用料（保育料）は，保護者等世帯の課税（前年度分市町村民税及び前年分所得税）の状況により

決定します。

※令和７年４月２日時点で満３歳以上の園児及び満３歳未満で非課税世帯の園児は，無償となります。

［利用料（保育料）の算定及び決定］

・令和７年４月～８月の利用料（保育料） → 令和６年度町県民税所得割で算定及び決定

・令和７年９月～令和８年３月の利用料（保育料） → 令和７年度町県民税所得割で算定及び決定

６．給食等

こども園は完全給食です。なお，３歳以上の児童は，月額５００円の主食費が必要です。

※３歳児未満の園児は無償です。また，副食費については町が全額負担します。

７．入園の手続き

こども園への入園を希望される方は，入園申込書に保育を必要とする事由ごとに必要となる書類を添

えて，和泊町役場こども未来課児童福祉係にお申込みください。

・入園申込に必要な書類については各こども園または，和泊町役場こども未来課においてお受け取り

になるか，和泊町ホームページからダウンロードしてください。

・年度途中の申込は，原則として入園を希望する前月２０日までにお申し込みください。

・申込後に就労状況や妊娠等により，申込内容に変更があった場合は認定区分等が変更になること

がありますので，必ず役場こども未来課へ届け出てください。

８．入園説明会及び面接

入園説明会 ： 各園において令和７年２月中旬頃に開催。（以下の表をご確認ください。）

面 接 ： 各園において新規で入園される児童と保護者を対象に随時実施。（別途通知）

※わどまり保育園は，令和７年４月1日から「保育所」から「幼保連携型認定こども園」に移行予定です。

入園説明会の日程 日時 対象

わどまり保育園
(仮称)認定こども園わどまり

令和７年２月下旬

新規入園
※継続入園の皆さん
を対象にした進級説
明会については別途
ご案内します。

国頭こども園 令和７年２月14日（金）午後4時～ 新規入園・継続入園

内城こども園 令和７年２月14日（金）午後4時～ 新規入園・継続入園

大城こども園 令和７年２月20日（木）午後4時～ 新規入園・継続入園
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９．提出書類

（１）必ず提出する書類 必要部数 備考

入園申込書
「施設型給付費・地域型給付費支給認定申請
書兼入所申込書」

児童1人につき１枚

児童票 〃

児童の家庭・健康状況
〃

＊新規入園児童
のみ

健康診断票（医師の押印があるもの）
〃

＊新規入園児童
のみ

（２）必要に応じて提出する書類 必要部数 備考

就労証明書等，保育を必要とする事由ごとに
必要な書類
＊参照 （表２）：（２）入園の要件と必要
書類

兄弟姉妹で1枚

【記入上の注意】

入園申込書は，保護者が次の点に注意し記入の上，和泊町役場こども未来課に提出してください。

なお，ひとつの家庭から２人以上の児童が同時に入園を申し込む場合は，それぞれの児童ごとに１枚

の入園申込書を用いてください。

1.「申請に係る小学校就学前の児童」の欄は「入園を予定している児童氏名」を記入してください。

２.「①世帯の状況（同居の世帯員）」の欄は入園予定児童以外の入園予定児童の両親（同居・別居・の

別を「備考」の欄に記入してください。）及び同居している親族等の全員について記入するとともに，「性

別」及び「課税の有無」の欄は，該当するものを○で囲んで下さい。また，世帯員の中で入園児童の他に

認定こども園，特別支援学校幼稚部，情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び

医療型児童発達支援を利用している者がいる場合は，当該施設名を「備考」欄に記入して下さい。

３「②保育を希望する期間」には，小学校就学始期に達するまでの期間の範囲内で記入して下さい。

４「②利用を希望する施設（事業者）名」には，希望する順位に従いこども園名を記入し，また，そのこど

も園を希望する理由（例：既に兄弟が入園しているため，距離が近いため等）を記入して下さい。

５こども園等へ入園できる基準は，次の（別表1）に掲げるような場合で，かつ両親以外の同居している

親族等が児童の保育をできない場合に限られます。

※こども園の利用について，

・保育の実施基準に該当しないため希望する認定が受けられない場合

・希望者が多数いるため希望するこども園へ入園できない場合

・保育の実施基準の該当事由により，保育の実施期間の希望に添えない場合

がありますのであらかじめご了承下さい。
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（別表１） 保育認定の基準

こども園等へ入所できる児童は，両親が次のいずれかに該当する場合です。

(1) １か月において，120時間以上（短時間：48時間以上）労働していることを常態としている
こと。

(2) 妊娠中であるか，又は出産後間もないこと。（産後８週満了まで）
(3) 疾病にかかり，若しくは負傷し，又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災，風水害，火災その他災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っていること。
( 7) 学校教 育法（ 昭和 22年法律 第26 号） 第１ 条に規 定する学校， 同法 第1 24 条に規 定する 専
修学校， 同法 第134 条第１ 項に規 定する各種学校その 他これら に準ずる教育施設 に在学して
いること。

(8 ) 職業能 力開発 促進 法（ 昭和44年法律 第64号） 第15 条の６ 第３ 項に規 定する 職業能 力開
発総合 大学校 において行う 同項に規 定する 指導員 訓練 若しくは 職業 訓練又は 職業 訓練の実
施等 による 特定求職者の就 職の支援 に関する法律（平成 23年法律 第4 7号） 第４ 条第２ 項に
規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

( 9) 児童 虐待の 防止等に関す る法律（平成1 2年法律 第8 2号） 第２ 条に規 定す る児童 虐待を
行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(1 0) 配偶者からの 暴力の 防止及び 被害者の保護等 に関する法律（平成13年法律 第31 号） 第
１ 条に規 定する 配偶者からの 暴力により 小学校就学前 子どもの保 育を行うことが 困難であると
認められること。

(11 ) 育児休業をする場合であって，当該保護者の当該 育児休業 に係る 子ど も以 外の 小学校就
学前 子どもが 特定教 育・ 保 育施設又は 特定地域保 育事業（以下，この 号において，「 特定教
育・保 育施設等」という。）を利用しており，当該 育児休業の間 に当該 特定教 育・保 育施設等を
引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか，前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。
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施設名 定員 住所 電話番号 開所時間 運営主
体

わどまり保育園

（仮称）認定こども園
わどまり

120

78（12）

和泊884-3 92-1325

7：30～18：30

私立

国頭こども園

45(15)

国頭2905-3 92-3032

公立内城こども園 内城510 92-2568

大城こども園 大城650-2 92-3295

10．町内こども園

※わどまり保育園は，令和７年４月1日から「保育所」から「幼保連携型認定こども園」に移行予定です。
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11．入園後の届出等について

（１）保護者の届出の義務

・入園申込み時の書類の記載事項に変更が生じた場合（住所，氏名，就労先等）

・退園届

・保育の事由がなくなったとき。

・１月以上引続き欠席するとき。

・利用者負担金の減免事実の発生，消滅又は変更のあったとき。

引続き１月以上届け出ないで欠席した場合は，退園となります。

（２）保育の実施の保留，一時停止又は解除（次に該当する場合）

・保護者が，町長の行う保育上の指示に従わなかったとき。

・その他保育の実施の必要がないと認めたとき。

・虚偽の申請が発覚したとき。

（３）報告の義務（子ども・子育て支援法第13条）

・町は，保育に関して必要があると認めたときは，必要な限度において保護者等に報告，文書や物件提

出又は提示を命じ，又は当該職員に質問させることができる。

12．その他
その他，こども園への入園に関することは，
和泊町役場こども未来課児童福祉係 ℡84‐3１１１（直通）までお問い合わせ下さい。
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